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表１　均等割額の対象 （太字は変更点)
軽減割合 対　　象

５割 合計所得金額が、33万円＋（26万円
×被保険者の数）以下の世帯

２割 合計所得金額が、33万円＋（47万円
×被保険者の数）以下の世帯

表２　課税限度額 （太字は変更点)
区　　分 限度額

医療給付費
分

被保険者が病気やけがを
したときの医療費などの
給付に充てる保険税

52万円

後期高齢者
支援金分

後期高齢者医療制度の支
援金として拠出する保険
税

17万円

介護納付金
分

介護保険制度の介護保険
納付金として拠出する保
険税

16万円

合　　計 85万円

表３　 第１号被保険者（第１段階）の介護保険料
 （太字は変更点)

所得段階 第１段階（基準額×0.45）

所得判定
基準

＊ 生活保護受給者
＊ 中国残留邦人等の支援給付受給者
＊ 本人及び世帯全員が住民税非課税
で老齢福祉年金受給者
＊ 本人及び世帯全員が住民税非課税
で、本人の前年の合計所得金額（※
１）+課税年金収入額（※２）＝80
万円以下

保険料 月額2565円
年額３万780円

※１  合計所得金額＝収入金額から必要経費に
相当する金額（収入の種類により計算方法
が異なる）を控除した金額で、扶養・医療
費控除などの所得控除をする前の金額。
土地・建物の譲渡所得（特別控除前）、確
定申告した株式譲渡所得（繰越控除前）を
含む

※２  課税年金収入額＝老齢・退職年金などの
課税対象となる年金で、課税対象となら
ない遺族・障害年金を除く
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総合戦略策定検討委員会の
市民委員を募集
　人口減少対策や地域活性化のため、
地方版総合戦略の策定について検討す
る市民委員を募集します。
　他の審議会・委員会などの委員は応
募できません。
◇対象　20歳以上の市民の方
◇募集人数　４人（多数選考）
◇任期　７月～平成28年３月（予定）
◇ 応募　応募の動機を800字程度にまと
め、住所・氏名・年齢・電話番号を
記入し、６月１日（必着）までに〒196-
8511　市役所企画政策係へ

☆詳しくは、企画政策係へ。

就学奨励費の申請を受け付け

　対象となる世帯に、教育費の一部を援
助します。希望する方は、必要書類を学
校へ提出してください。申請の期日は、
下の表のとおり配布するお知らせに記載しています。
☆詳しくは、学務係へ。
▼就学奨励費の対象など

対　　象 お知らせなど 備　　考
お子さんが特別支援学
級に在籍している世帯

５月下旬に特別
支援学級で配布

お子さんが通級指導学
級に通級している世帯

５月下旬に通級
指導学級で配布

通学費・同行費のみ援
助

お子さんに障害があ
り、就学相談のうえ通
常学級に在籍している
世帯

配布なし
※ 在籍校の担任
教諭に相談し
てください。

※ 障害の程度は、各
学校で配布した「平
成27年度教育費の
援助制度のお知ら
せ」をご覧ください。


